
 
 
 
 
 
 

資料２ 

 

外国人住民に係る

住民基本台帳 

システムの改修に

ついて 



住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要

（平成 年 月 公布）

① 外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的として、外国人住民を住
民基本台帳法の適用対象に加える

＜改正概要＞
（平成２１年７月１５日公布）

民基本台帳法の適用対象に加える。（施行期日：入管法等改正法の施行日(公布後３年以内の政令で定める日)）

 外国人住民に係る住民票を作成し、各種行政事務の処理の基礎とする。
 外国人住民に係る手続のワンストップ化を図る。

② 他の市町村へ住所を移した場合でも引き続き住民基本台帳カードを使用することがで
きるようにする。(施行期日：公布後３年以内の政令で定める日)

 住民基本台帳カードを交付した市町村長への返納義務を廃止する 住民基本台帳カードを交付した市町村長への返納義務を廃止する。
 転入地市町村長に対し住民基本台帳カードを提出することで継続使用が可能となる。

※ ①に関係して、現行の外国人登録制度を廃止し、法務大臣が適法に在留する外国人に対して空港等で在留カード等を発行する「出入国管理及び難民認定法及
び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」も 平成２１年７月１５日に公布されたび日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の 部を改正する等の法律」も、平成２１年７月１５日に公布された。

中長期在留者（在留カ ド交付対象者） 特別永住者 等住民票を作成する対象者

【外国人住民関係の改正内容】

・中長期在留者（在留カード交付対象者）、特別永住者 等住民票を作成する対象者

住民票の記載事項 ・氏名、生年月日、性別、住所等のほか、外国人特有の事項である「国籍等」、在留カー
ドに記載されている「在留資格」「在留期間」等を記載ドに記載されている「在留資格」「在留期間」等を記載

法務大臣からの通知 ・在留資格の変更、在留期間の更新により、外国人住民に係る住民票の記載事項の修正等
が必要な場合に、法務大臣から市町村長へ通知

その他 ・外国人と日本人で構成する一の世帯（複数国籍世帯）の正確な把握が可能
・閲覧制度、住民票の写し等の交付制度、市町村長の調査権や職権による住民票の記載の修正、住民基本台
帳ネットワークシステム、住民基本台帳カードに係る規定について、日本人と同様に外国人住民にも適用 1



住民票イメージ（日本人の場合）
（注）住民票の様式は法定

されておらず、あくまで
イメージである。

男

住　　民　　票

性別 住民票コード １３５・・・・・２４６生年月日 昭和１８年 ２月 １日総務 一郎氏 名
女

住民となった
年月日

平成２１年　４月　１日　　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号　○○マンション１０１号

性別 住民票コ ド １３５・・・・・２４６生年月日 昭和１８年 ２月　１日総務　 郎氏　　名

住　　　所

総務 郎
世帯主との

本人
世帯主の

前　住　所 　　平成２１年４月１日　　□□県□□市□□３丁目２番地１　から転入
平成２１年　４月　３日

届出

総務　一郎
世帯主との
続　　　柄

本人
世帯主の
氏　　 名

本　　　籍 筆頭者 総務　太郎　　東京都港区六本木１丁目２番地３号

備　　　考 塗りつぶし
→外国人住民には適用
されない記載事項

選挙人名簿 後期高齢者医療 国民年金

国民健康保険 　　　　年　　月　　日 得 ・ 種変 ・ 喪 １ ・ 任

資格喪失

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

資格取得

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

登録 　○
　記号　　　　　　　　　　　番号　　　　　

資格得喪・種別変更

介護保険
児童手当

　　　　年　　月　　日 得 ・ 種変 ・ 喪 １ ・ 任

支給終了支給開始
資格取得

非該当年月日該当年月日
退職被保険者又

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日
平成２１年　４月　１日 　　　　年　　月　　日

平成２１年　４月　１日

資格取得 資格喪失

資格喪失

　　　　年　　月　　日
　　　年　　月　　日 　　　年 　月

　　　　年　　月
　　　年 　月

　　　　年　　月
退 ・ 被扶

非該当年月日該当年月日
は被扶養者の別

　　　年　月　日　　　年　月　日退 ・ 被扶
　　　年 　月 　日

　　　年　月　日 　　　年　月　日
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外国人住民に係る住民票イメージ
（注）住民票の様式は法定

されておらず、あくまで
イメージである。

男
１２３・・・・・４５６生年月日 １９６０年 ７月 ８日KIM EUNHEE氏　　名

住　　民　　票

性別 住民票コード

１ ２ ３

女
１２３ ４５６生年月日 １９６０年 ７月 ８日KIM　EUNHEE氏　　名

住　　　所
外国人住民

となった年月日
平成２１年　４月　１日　　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号　○○マンション２０２号

性別 住民票 ド

４ ５

６

金田 太郎
世帯主との
続 柄

妻 国　籍　等
世帯主の
氏 名

前　住　所 　　平成２１年４月１日　　□□県□□市□□３丁目２番地１　から転入
平成２１年　４月　３日

届出

韓国
塗りつぶし
→外国人住民特有の

６

中長期在留者
特別永住者
一時庇護許可者 ・ 仮滞在許可者

日本人の配偶者等在留資格

金田　太郎
続 　　柄

妻

第３０条の４５
に規定する

区分 在留期間等の

・・・・・・・・・
在留カード等

の番号

国 籍 等
氏　　 名

韓国 →外国人住民特有の
記載事項

時庇護許 者 仮滞在許 者
経過滞在者（ 出生　・　国籍喪失 ）

備　　　考

在留期間等区分
３年

在留期間等の
満了の日 ２０１２年　３月２９日

○閲覧制度：日本人と同様に、①～④の４情報のみ開示
○交付制度：日本人と同様に、原則として①～⑥の６情報（基礎証明事項）を開示

※ 本人からの特別の請求がある場合等は 基礎証明事項以外の事項（世帯情

国民健康保険 後期高齢者医療 国民年金

資格得喪 種別変更
資格取得 資格喪失 資格喪失資格取得

　記号　　２４６８　　　　　番号　　１１３３５５

※ 本人からの特別の請求がある場合等は、基礎証明事項以外の事項（世帯情
報や国籍等）についても記載して交付することが可能。

介護保険
児童手当

資格得喪・種別変更

得 ・ 種変 ・ 喪
得 ・ 種変 ・ 喪

１ ・ 任
１ ・ 任

平成２１年　４月　１日
　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

資格喪失
退 被扶

資格取得

非該当年月日該当年月日
退職被保険者又

は被扶養者の別

　　　年　月　日　　　年　月　日退 ・ 被扶
年 月 日 年 月 日

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

平成２１年　４月　１日

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月 　　　　年　　月

支給開始 支給終了
資格喪失

　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日
退 ・ 被扶

資格取得
　　年 月　日 　　　年　月 日

　　　　年　　月 　　　　年　　月
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外国人住民の動きと市町村及び法務省（入管局）との情報の流れ

外国人は別途市町村
への住民票の修正に

≪改正後イメージ≫

市町村Ａ
外国人 在留カード等の提示

地方入管局

※法務大臣から通知

係る届出が不要

住民基本台帳

・上陸許可
在留カ ド交付

空港等

入国

・氏名等の変更の届出
・在留資格の変更
在留期間の更新

転入

在留カ 等 提示
地方入管局

住民票の作成・在留カード交付 ・在留期間の更新住民票の作成、
世帯ごとに編成

※住居地に係る通知等

日本人 外国人 外国人は別途地方入
管局への住居地の変
更に係る届出が不要

市町村Ｂ

住基台帳

転入通知
住所変更等に伴う住民
行政に関する手続のワ
ンストップ化（届出等の
簡素化）が可能

国民健
康保険

・・・
転出・転入

住基台帳簡素化）が可能

国民
年金

介護
保険
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外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行について

移行に向けた今後のスケジュール（イメージ）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

政省令等

７月１５日公布

研究会
施行

政省令等
の整備

政省令 運用通知

研究会

出入国管理

国
・実態調査
・標準モデル検討

調査研究

出入国管理
システム

入管局と市町村との情報
伝達に係るシステム設計

試験運用 運用開始

新制度 都道府県 市町村等に対する説明会実施

システム改修

新制度の
周知・広報

都道府県・市町村等に対する説明会実施

外国人住民に対する新制度の案内・広報

市
町
村

システム設計・調査 システム改修 運用開始試験運用

既存住基シス
テム等改修

村
住民票の
作成準備

仮住民票の作成
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外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究 最終報告の概要

外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える住民基本台帳法改正に伴う、市町村の業務・システムの
移行が円滑に行われるよう 市町村の実情に応じた対応指針となる標準仕様書や移行方法検討報告書等を作

趣旨

移行が円滑に行われるよう、市町村の実情に応じた対応指針となる標準仕様書や移行方法検討報告書等を作
成する。

目次と概要

１ 本報告の趣旨
２ 法制度改正の概要

（１・２）調査研究の趣旨及び改正住基法のポイントについて整理

（３） 法制度改正後の住基業務フロ や仮住民票作成の業務フロ 及び住

目次と概要

３ 法制度改正が業務・システムに与
える影響の全体像

４ 市町村のシステムの実態

（３） 法制度改正後の住基業務フローや仮住民票作成の業務フロー及び住
基システムなどのシステムへの影響について全体像を俯瞰

（４） 市町村のシステムの実態に応じて改修、移行負荷が異なることを想
定し 各市町村のシステムについて調査を行い類型化４ 市町村のシステムの実態

５ 市町村における移行スケジュール
の検討

定し、各市町村のシステムについて調査を行い類型化

（５） 市町村が移行方針を検討するに当たり、システム改修やデータ移行
に係る移行プロセスの流れについて、留意点を整理

６ 市町村の実情に応じたシステム改
修の標準仕様

７ 市町村の実情に応じた移行方法等

（６） 住基システムの改修に係る標準的な機能と類型ごとの留意点を整理

（７） 新制度 のデ タ移行等の方法と類型ごとその他の留意点を整理７ 市町村の実情に応じた移行方法等

８ 法制度改正に伴う窓口業務への影
響と対応

（７） 新制度へのデータ移行等の方法と類型ごとその他の留意点を整理

（８） 法制度改正に伴う窓口業務の見直しに関する留意点と関連する調査
結果を整理

(参考) 戸籍の附票記載事項通知に関するシス
テム改修要件
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市町村のシステムの実態（１）

●市町村の住基システム等のシステムの実態は千差万別●市町村の住基システム等のシステムの実態は千差万別。
→システム改修・データ移行の検討に資するよう複数の観点から類型化。

（１）住基システムの改修に係る類型 （Ｐ３６～）（１）住基システムの改修に係る類型 （Ｐ３６～）

類型A 1

観点１ 観点２ 観点３

ジ

構成比

住基ＤＢは個人
レコードのみで
管理

類型A-1 類型A-1のイメージ：
大規模市などのケースで、スクラッ
チ開発やカスタマイズが多いシステ
ムで、その程度によっては改修、移
行負荷が高いケ ス

12.9%

汎用機

住基ＤＢは世帯
レコードで管理

住基システムは
独自開発

行負荷が高いケース

類型A-2のイメージ：
大規模市などのケースで、大規模
なレガシ ・システムなどで 改

類型A-2

12 0%汎用機
(オフコン)

管

住基システムは
ノンカスタマイ
ズパッケージ

なレガシー・システムなどで、改
修、移行負荷がさらに高いケース

類型A-3のイメージ：
汎用機・オフコンで、カスタマイズを加えない該当市町村

類型A-3
12.0%

4.2%ズパッケ ジ

住基システムは

類型B-1 類型B-1のイメージ：
システム更改がなされたが、市町村の特性に合わせた独自開

汎用機 、 を 該 市
が少ないケース

4.2%

37 5%

オ ー プ ン 系
サーバ

住基システムは
独自開発

住基システムは

類型B-2
類型B-2のイメージ：
システム更改がなされ 市町村の特性に合わせた独自開

発・カスタマイズが必要なケースで、中規模・大規模自治体
のケース

37.5%

33 4%住基システムは
ノンカスタマイ
ズパッケージ

システム更改がなされ、市町村の特性に合わせた独自開
発・カスタマイズを行わずに業務がなされているケースで、
中規模・小規模自治体のケース

33.4%
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市町村のシステムの実態（２）

そ 他観点

（２）データ移行に係る類型 （Ｐ４９～）

類型C-1

その他

文
字

本
名

簡
体

漢
字

ジ

観点

構成比

外国人登録システム
あり

類型C 2

字
コ
ー
ド

名
の
桁
数

体
字
・
中
国

字
C-1のイメージ：
外国人登録者数が比較的多く、外国人登録シス
テムで外国人登録者のデータを管理する市町村。 70.0%

類型C-2

C-2のイメージ：
宛名管理や印鑑登録用に住基システムに便宜的に外
国人のデータを保持(住登外管理)又は表計算ソフト
等 ウ デ タを管 る市

電子データで外国人
登録者のデータを管
理

外国人登録システム
なし

等の汎用ソフトウェアでデータを管理している市町
村。

類型C ３

30.0%

外国人登録原票で外
国人登録者
のデータを管理

類型C-３

C-3のイメージ：
外国人登録原票のみでデータを管理して
いる外国人登録者数が少ない市町村。
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市町村における移行スケジュールの検討

プ移行プロセスフロー（Ｐ６４～）

(1) 現状の確認

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(1) 現状の確認

汎用機系独自開発
（個人レコード）

汎用機系独自開発
（世帯レコード）

オープン系
独自開発

オープン系ノンカス
タマイズパッケージ

A-1 A-2 B-1 B-2
汎用機系ノンカス
タマイズパッケージ

A-3

（個人 ド） （世帯 ド） 独自開発 タ イ ッケ ジタ イ ッケ ジ

外国人登録システムで
外国人登録者のデータを管理

C-1
電子データで

外国人登録者のデータを管理
外国人登録原票で

外国人登録者のデータを管理

C-3C-2

(2) 住基システムの改修方法の決定

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(2) 住基システムの改修方法の決定

基準日基準日

対応方針検討対応方針検討

ノンカスタマイズ ｂ 独自開発の住基 独自開発の住基

A-3/B -2 A-1/B -1 A-2
基準日

の準備

基準日
の準備

(3) 外国人登録者のデータ移行方法の決定

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(3) 外国人登録者のデータ移行方法の決定

ａ ノンカスタマイズ
パッケージを
バージョンアップ

ｂ 独自開発の住基
システムを改修
（個人レコード）

ｃ 独自開発の住基
システムを改修
（世帯レコード）

ｅ 移行ツールによる
データ移行

C-1/C -2
ｅ 移行ツールによる

データ移行

C-1/C -2
ｄ 手作業での入力による

データ移行

C-1～ C-3
ｄ 手作業での入力による

データ移行

C-1～ C-3

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(5) 仮住民票作成に係るデータ移行

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(5) 仮住民票作成に係るデータ移行

(4) 法制度改正に対応した住基システムの改修(4) 法制度改正に対応した住基システムの改修

(6) 仮住民票から住民票への移行

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(6) 仮住民票から住民票への移行

(5) 仮住民票作成に係るデ タ移行(5) 仮住民票作成に係るデ タ移行

基準日基準日

第１号

施行

第１号
施行日

(7) 外国人住民に係る住基ネット対応

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

(7) 外国人住民に係る住基ネット対応
適用日適用日

施行日施行日
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市町村の実情に応じたシステム改修の標準仕様

●外国人住民を住民票の対象とすることに伴う既存住基システムの改修に係る標●外国人住民を住民票の対象とすることに伴う既存住基システムの改修に係る標
準的な機能と類型ごとの留意点を整理

（１）基本要件（Ｐ７０～）
基本とな 改修要件 概要を記載基本となるシステム改修要件の概要を記載。

（２）主要機能要件（Ｐ７１～）
異動処理（増処理、減処理及び増減なし処理）、証明発行処理（住民票の写し発行処理及び転出証明書異動処理（増処理、減処理及 増減なし処理）、証明発行処理（住民票 写し発行処理及 転出証明書

発行処理）、通知、一括処理、関連システム連携処理及び住基ネット連携処理における住基システムの主要
機能要件その他必要な検討事項を記載。

（３）主要帳票要件（Ｐ９０～）（３）主要帳票要件（Ｐ９０～）
住基システムの主要帳票要件（住民票の写しや転出証明書の記載項目、住民基本台帳の一部の写しの閲

覧などに係る留意点）を記載。

デ（４）主要データ項目要件（Ｐ９４～）
住基システムのデータベースへの格納項目やその設定内容などを記載。

（５）法務大臣と市町村長との情報のやりとりに係る機能要件（Ｐ９６～）（５）法務大臣と市町村長との情報のやりとりに係る機能要件（Ｐ９６ ）
法務省の出入国管理システムを通じて行われる予定である法務大臣と市町村長との情報のやりとりに係る想

定機能を記載。
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市町村の実情に応じた移行方法等

●新制度へのデータ移行等の方法と類型ごとその他の留意点を整理
（１）基準日における仮住民票作成の際のデータ移行に係る作業（Ｐ１０３～）
仮住民票作成の際のデータ移行について、「手作業での入力によるデータ移行｣と「移行ツールによるデー仮住民票作成 際 移行 、「手作業 入力 移行｣ 「移行ツ

タ移行｣とに場合を分けて記載。

（２）施行日における仮住民票から住民票への移行に係る作業（Ｐ１１２～）
仮住民票から住民票への移行作業の内容及びシステム検討事項について記載仮住民票から住民票への移行作業の内容及びシステム検討事項について記載。

（３）施行日から適用日までに係る作業（Ｐ１１６～）
住基ネット・カード適用に係る作業内容及びシステム検討事項について記載。

（４）データ移行に係るその他留意事項（Ｐ１１９～）
外国人登録システムからの文字コード変換、文字同定等について記載。

法制度改正に伴う窓口業務への影響と対応

●法制度改正に伴う窓口業務の見直しに関する留意点と関連する調査結果を整理

（１）法制度改正に伴う窓口業務の見直し（Ｐ１２２～）
法制度改正に伴う市町村 窓口業務 見直しに際し 影響を与える事項（本庁 窓口同 化 支所 出張法制度改正に伴う市町村の窓口業務の見直しに際し、影響を与える事項（本庁の窓口同一化、支所・出張

所における窓口業務の実施、各種行政サービスに係る手続きのワンストップ化）に関する対応の方向性につい
て記載。
（２）総合窓口への取組事例の紹介（Ｐ１２７～）（ ）総 組事 紹介（ ）
ヒアリング調査を通じて把握した総合窓口の取組みについての分析、法制度改正に伴う窓口業務の見直しへ

の示唆について記載。
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基準日の設定に係る考え方（案）について

平成２４年４月平成２４年１月

１Ｑ ２Ｑ

平成２４年４月

４Ｑ

H23年度 H24年度

平成２４年１月

１Ｑ ２Ｑ

仮住民票

住民基本台帳

住民票

消除修正・消除

案１：平成２３年度中に基準日を設
定

４Ｑ

仮住民票 住民票

仮住民票は
施行日にお

通知
年度末の異動時期をまたぐため、作成した仮住民票
の修正が必要な事例が多くなる。

施行日にお
いて住民票
になる
（附則第４条

第１項）
消除修正・消除

案２：平成２４年度に基準日を設定

仮住民票
通知 住民票

○ 案２の立場で 基準日の具体的な日程を政令で定めることとしてはどうか

基準日設定の考え方

○ 案２の立場で、基準日の具体的な日程を政令で定めることとしてはどうか。
なお、以下の点に配慮が必要ではないか。
・４月上旬の市町村窓口の繁忙期は避けた方がのぞましいのではないか。

・施行日の直前は避けた方がのぞましいのではないか。施行 直前 避け 方 ぞま な 。
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仮住民票を作成する対象者の基本的な考え方について

施行日基準日
仮住民票作成の適否

基準日 基準日後

特別永住者 永住者 定住者等（施行日後に在留期間が満了する者）

○

× ○

①

②

基
準
日
現
在

の
外
国
人
登

い
る
ケ
ー
ス

特別永住者、永住者、定住者等（施行日後に在留期間が満了する者）

短期滞在者、在留期間「三月」の者
在留資格の変更（入管局）
⇒変更登録（市町村）

× ○

× ○

②

③

在
に
お
い
て
当

登
録
原
票
に
登

ス

不法滞在者（「在留の資格なし」の者）

施行日前に在留期間が満了する者

在留特別許可等（入管局）
⇒変更登録（市町村）

在留期間の更新（入管局）
変 登録 村

× ○

× ○

④

⑤

当
該
市
町
村

登
録
さ
れ
て

経過滞在者（未取得者）
在留資格の取得（入管局）
⇒変更登録（市町村）

施行日前に在留期間が満了する者 ⇒変更登録（市町村）

× ○

○⑥

⑤
上陸許可（入管局）
⇒新規登録（市町村）

在留資格の取得（入管局）

基
準
日

外
国
人

れ
る
ケ

入国

×→○

○
60日

⑦

⑧

出生・国籍喪失
新規登録（市町村） ⇒変更登録（市町村）

新規登録（市町村）
出生・国籍喪失

日
後
に
当
該
市

人
登
録
原
票
に

ケ
ー
ス

○

○

⑧

⑨

出生 国籍喪失

転入
居住地変更登録（市町村）

市
町
村
の

に
登
録
さ

※申請を受理した日（変更年月日）に作成

※ 仮住民票を作成した者について、死亡、帰化・国籍取得、出国等により、施行日において外国人住民に該当する
と見込まれなくなった場合は、当該仮住民票を消除する。 14



仮住民票の作成・修正等の流れ（全体イメージ）

現行制度
における

仮住民票
仮住民票

作成
仮住民票

作成
仮住民票
記載事項

仮住民票の 住民票

施行日基準日

における
正確性向上

仮住民票
作成準備

作成
（基準日）

作成
（基準日後）

記載事項
の本人通知

仮住民票の
修正・消除

住民票
への移行

・居住実態がな ・当該市町村の ・外国人登録原 ・基準日後の入 ・作成した仮住 ・仮住民票の記 ・仮住民票は住居住実態がな
い外国人に係る
登録原票につい
て、積極的に入
管局へ閉鎖照会

当該市町村の
外国人登録原票
に登録されてる
外国人のうち、
施行日において

外国人登録原
票に記載されて
いる事項、法務
大臣から情報提
供を受けた事項、

基準日後の入
国による新規登
録、居住地変更
登録等によって、
当該市町村の外

作成した仮住
民票を本人に通
知する。

→通知が宛所不

仮住民票の記
載事項に変更が
あった場合、又
は誤りがある場
合、当該仮住民

仮住民票は住
民票に移行する。

・当該住民票に
は、「外国人住

を行う。

・在留資格の変
更等のあとの外
国人登録（変更

当該市町村の外
国人住民である
と見込まれるか
否かの判断を行
う

国保等の各種行
政事務に係る事
項に基づき、仮
住民票を作成す
る

国人住民に該当
すると見込まれ
ることとなった
者について、仮
住民票を作成す

明で返送され、
居住実態がない
と判断した場合
は、当該仮住民
票を消除する

票の記載の修正
を行う。

→外国人登録の
変更登録申請を

民となった年月
日」に代えて施
行日を記載する。

複数国籍世帯国人登録（変更
登録）の周知や、
変更登録に係る
市町村からの報
告の徹底など

う。

→入管局から提
供を受けた左記
情報も活用する

る。

・仮住民票の作
成に関し、左記
情報提供を受け

住民票を作成す
る。

票を消除する。

・当該通知につい
ては、世帯ごとに
（１通の封書等で）

変更登録申請を
受けた上で、仮
住民票を修正す
る。

・複数国籍世帯
の日本人の住民
票の世帯情報を
修正する。

告の徹底など、
保有情報のかい
離の解消を図る。

・在留資格、在

情報も活用する。

・複数国籍世帯
の記録を確認し、
施行後の世帯主

情報提供を受け
ていない者に係
る在留資格等に
ついて、必要に
応じて法務大臣

（１通の封書等で）
郵送しても差し支
えない。

・死亡、帰化、
転出等により、
当該市町村の外
国人住民と見込

→備考の「事実
上の世帯主」も
削除する。

在留資格、在
留期間等につい
て、正確な情報
を入管局から市
町村に提供する。

施行後の世帯主
は誰になるか、
日本人の住民票
の世帯情報を修
正する必要があ

応じて法務大臣
に情報提供を求
める。

国人住民と見込
まれなくなった
場合は、仮住民
票の消除を行う。

・施行日におい
て、入管法第６
１条の８の２に
基づいて住民票

るかを確認する。 に移行した者に
ついて法務省へ
の通知を行う。
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住民票の氏名の漢字の取扱いについて（案）

○ 原則として 在留カ ド等（特別永住者証明書を含む 以下同じ ）の記載に倣う

住民票の氏名表記に関する一般原則

○ 原則として、在留カード等（特別永住者証明書を含む。以下同じ。）の記載に倣う。

※ 参議院・総務委員会（平成２１年６月３０日）
・磯崎陽輔委員磯崎陽輔委員

一番大事なのがやはり氏名の記載についてであります。今言ったように、漢字文化圏である在日中国人あるいは在日韓国・朝鮮人の皆さんの住民票の
まず記載の文字でありますけれども、これはアルファベットでやるんでしょうか、それとも漢字で書くことが可能なんでしょうか。
・久元政府参考人（総務省自治行政局長）

御指摘の住民票における氏名等の表記方法は、基本的に在留カード等の記載に倣うところでありまして、これまで法務省当局と事務的に調整をしている
状況では 原則としてアルファベットで表記されることになるというふうに現時点では調整しておりますけれども 今後そこは法務省とよく相談をさせていただ状況では、原則としてアルファベットで表記されることになるというふうに現時点では調整しておりますけれども、今後そこは法務省とよく相談をさせていただ
きたいと思います。

住民票の氏名の漢字表記に関する基本方針住民票の氏名の漢字表記に関する基本方針

○ 漢字圏の外国人の氏名表記については、在留カード等の記載に倣い、住民票においても、原則と
してアルファベットで表記するが 漢字での表記（アルファベットとの併記）を認めるしてアルファベットで表記するが、漢字での表記（アルファベットとの併記）を認める。

○ 在留カード等の記載に倣い、漢字については、正字で記載する。

○ 在留カ ド等に漢字表記（原則としてアルファベットとの併記）された場合は いずれも入管法○ 在留カード等に漢字表記（原則としてアルファベットとの併記）された場合は、いずれも入管法
上の氏名として扱うことから、住民票上も、アルファベット表記及び漢字表記のいずれも氏名とし
て取り扱うこととする。
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仮住民票作成時における簡体字等から正字への変換について

施行時に既に在留している漢字圏の外国人を想定

施行日基準日 張 玉蓮施行日基準日张 玉莲 張 玉蓮

（外国人登録証明書は簡体字等を記載
②一定期間、外登証は
在留カード又は特別永
住者証明書とみなす。

①簡体字等について、在留
④在留カ ド等の変換ル ルに基

（外国人登録証明書は簡体字等を記載
→対応する正字を括弧書きする場合もあ
る）

①
カード等には記載しない。

④在留カード等の変換ルールに基
づいて、仮住民票作成時に、正字
へ変換することが望ましいのでは
ないか。

住民基本台帳
外国人登録 張 玉蓮张 玉莲 張 玉蓮

市町村Ａ

or 仮住民票

外国人登録
システム

住民票

張 玉蓮张 玉莲 張 玉蓮

登録原票

③シ ム対応等 観点から 施行 後は③システム対応等の観点から、施行日以後は、
正字のみを取り扱うこととすべきではないか。
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仮住民票作成時におけるアルファベット氏名の表記について

施行時に既に在留している漢字圏の外国人を想定

施行日基準日
ZHANG

施行日基準日张 玉莲 YULIAN

張 玉蓮

（漢字圏の外国人の氏名は、原則として漢字
表記とされている。アルファベット表記は
されていない。）

市町村Ａ

②一定期間、外登証は
在留カード又は特別永
住者証明書とみなす。

①在留カード等
における氏名は
原則としてアル

住民基本台帳
外国人登録 張 玉蓮张 玉莲 張 玉蓮

市町村Ａ

ZHANG
YULIAN

原則としてアル
ファベット表記。

or 仮住民票

外国人登録
システム

住民票

張 張 蓮

住民票

張 玉蓮

登録原票

☆ 現行外国人登録において英字圏の外国人の氏名は、原

③アルファベット併記名が登録されていれば、当該
表記に基づいて、仮住民票のアルファベット氏名の
記載を行うことしてはどうか。

録 英 、
則としてアルファベット表記でLast、First、Middleの
順序で登録することとされている。

→ 対応（案）
仮住民票作成に当たっては、原票記載のアルファベッ
表 在留 ド等 替 際ト表記によることとし、在留カード等への切替えに際し

てアルファベット表記の記載順が異なった場合には、当
該切替えに係る法務省からの通知に基づいて、職権修正
することとしてはどうか。 18



複数国籍世帯における仮住民票及び住民票について①

Ｂ

＜ケース１（世帯主が外国人の場合）＞

Ａ

住民票（住基法） 外国人登録原票（外登法）

日外
夫・世帯主 妻・配偶者

ＣＤ

（世帯主の氏名） Ｂ
（世帯主との続柄） 本人

（備考）

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 本人
（世帯構成員）
Ｂ・・・「妻」（日本）

日外

日日Ａ Ｂ
Ｄ

外外

Ｃ

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 子

（世帯主の氏名） Ｂ
（世帯主との続柄） 子

（備考）
Ａ・・・「事実上の世帯主」
Ｃ・・・「子」

Ｃ・・・「子」（外国）
Ｄ・・・「子 」（日本）子

ＤＣ
子

Ａ・・・「事実上の世帯主」

※備考として記載しているかどうかは市町村の取扱いによる。

Ａ

仮住民票の作成

Ｃ
基

外国人Ａ・Ｃの
登録原票に記載

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 本人

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 子

基
準
日

※必要に応じて、仮住民票の通知の
際に、住民票の記載の修正がある旨
付記するか。

。

されている世帯
情報に基づいて
仮住民票の世帯
情報を記載する。

住 票 なる住民票 記載 修

。情報を記載する。

住民票になる

施
行

Ａ

（世帯主の氏名） Ａ

Ｃ

（世帯主の氏名） Ａ

Ｂ

（世帯主の氏名） Ａ

Ｄ

（世帯主の氏名） Ａ

住民票の記載の修正
日本人Ｂ・Ｄの
世帯情報を修正
し、Ａ～Ｄの住行

日

帯
（世帯主との続柄） 本人

（ 帯 氏 ）
（世帯主との続柄） 子

（世帯 氏名）
（世帯主との続柄） 妻

備考情報の削除

（世帯 氏名）
（世帯主との続柄） 子

備考情報の削除

民票が１つの世
帯として編成さ
れる。

19



複数国籍世帯における仮住民票及び住民票について②

Ａ

＜ケース２（世帯主が日本人の場合）＞

Ｂ

住民票（住基法） 外国人登録原票（外登法）

外日
夫・世帯主 妻・配偶者

ＤＣ

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 本人

（備考）

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 妻

外日

外外Ａ Ｂ
Ｄ

日日

Ｃ

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 子*

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 子

※ 世帯構成員欄は、世帯主の場合にのみ記載されるため、

Ｂ・・・「妻」
Ｄ・・・「子」子

ＤＣ
子

※備考として記載しているかどうかは市町村の取扱いによる。

この場合は、Ｃは外国人登録原票には記載されず、世帯全
員を把握するには住民票との突合が必要

＊例えば、婚姻の際に養子縁組
をしている場合

Ｂ

仮住民票の作成

Ｄ
基

外国人Ｂ・Ｄの
登録原票に記載

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 妻

（世帯主の氏名） Ａ
（世帯主との続柄） 子

基
準
日

。

されている世帯
情報に基づいて
仮住民票の世帯
情報を記載する。

住 票 なる住民票 記載 修 要

。情報を記載する。

住民票になる

施
行

Ｂ

（世帯主の氏名） Ａ

Ｄ

（世帯主の氏名） Ａ

Ａ

（世帯主の氏名） Ａ

Ｃ

（世帯主の氏名） Ａ

住民票の記載の修正不要
Ａ～Ｄの住民票
が１つの世帯と
して編成される。行

日

帯
（世帯主との続柄） 妻

（ 帯 氏 ）
（世帯主との続柄） 子

（世帯 氏名）
（世帯主との続柄） 本人

備考情報の削除

（世帯 氏名）
（世帯主との続柄） 子（日本人Ａ・Ｃ

の世帯情報の修
正不要）

20



戸籍法上の届出等により判明した情報を住民基本台帳へ反映することについて

Ⅰ～Ⅲにおける手続のイメージ○ 連携の趣旨 おける手続 ジ○ 連携の趣旨
・ 住民の届出義務の軽減
・ 住民票の記載内容の正確性の確保

Ａ

②住民票に
職権記載等 ③通知

入管法第６１条の８の２

○パターン１（届出地＝住所地）

○ 住民基本台帳に反映される手続
Ⅰ 記載
（例） 出生した者について出生届

→住所地において、その者に係る住民票を新たに記載

Ａ
市
（
届
出
地

＝
住
所
地
）

①戸籍届出
法
務
省④通知

住基法第３０条の５０

Ａ①戸籍届出 ②通知

Ⅱ 消除
（例） 死亡した者について死亡届

→住所地において、その者に係る住民票を消除

Ⅲ 記載の修正

③住民票に
職権記載等

Ｂ ④通知

地 住基法第３０条の５０

○パターン２（届出地≠住所地）

市
（
届
出

地
）

住基法第９条②（例） 婚姻した者について婚姻届
→住所地において、その者に係る住民票の記載事項の

うち、続柄を修正（同居人→妻 など）

（婚姻に伴い新たな市町村へ転入する場合は、別途
転出・転入の届出をする必要あり）

市
（
住
所

地
）

法
務
省

入管法第６１条の８の２

⑤通知
住基法第３０条の５０転出 転入の届出をする必要あり）

○ 戸籍に関する届出等又は住基法第９条第２項通知に基づく住民票の処理について
通知の運用も含め、原則として、日本人と同様の取扱いとしてはどうか。ただし、外国人については、以下の

点に留意する必要があるのではないか。
・戸籍法上、外国人に適用されない届出がある（入籍届、分籍届、転籍届、就籍届、復氏届、氏名の変更届）。

・帰化届・国籍取得届及び国籍喪失届・国籍喪失報告があった場合は 住民票の記載の修正として取り扱う・帰化届・国籍取得届及び国籍喪失届・国籍喪失報告があった場合は、住民票の記載の修正として取り扱う。

・住民票に記載等が必要となる戸籍の届出については、氏名による同一人性確認の観点から、①戸籍の届

書にカナ氏名又は漢字氏名（日本の正字に限る）に加え、アルファベット氏名の付記をするよう届出人に協書にカナ氏名又は漢字氏名（日本の正字に限る）に加え、アルファ ット氏名の付記をするよう届出人に協
力を求めることとする、②届書における漢字氏名（日本の正字に限る）、アルファベット氏名は在留カード、特
別永住者証明書等の記載に倣うこととする。住基法第９条第２項通知には届書に付記されたアルファベット
氏名を含めることとする。 21


